
る
よ
に
士
理
税

内
案
ご
の
場
会
談
相
区
地

方
き
書
の
書
告
申
定
確
る
よ
に
士
理
税

。
す
ま
い
行
で
料
無
を
談
相
の
ど
な

ら
か
午
正
も
場
会
の
れ
ず
い
※

13

で
ま
時

あ
が
合
場
る
す
了
終
を
け
付
け
受
に
め

。
す
ま
り

、
え
控
の
分
年
前
、
は
に
際
の
場
来
ご
※

あ
の
入
収
金
年
・
与
給
（
票
収
徴
泉
源

証
種
各
る
係
に
除
控
得
所
、）
合
場
る

な
要
必
に
成
作
の
書
告
申
の
ど
な
書
明

持
ご
を
ど
な
鑑
印
、
具
用
記
筆
と
類
書

。
い
さ
だ
く
参

等
式
株
・
物
建
・
地
土
「
も
と
場
会
各
※

相
「」
税
与
贈
「」
得
所
た
れ
さ
却
売
を

談
相
る
す
関
に
」
得
所
林
山
「」
税
続

税
浅
湯
、
は
合
場
な
要
必
が
談
相
る
す

。
い
さ
だ
く
し
越
お
で
ま
署
務

署
務
税
浅
湯

　

１
５
３
５
‐
３
６
☎

正
改
の
除
控
費
療
医

成
平

29

定
確
の
分
）
年
７
１
０
２
（
年

に
り
わ
代
の
出
提
の
書
収
領
、
ら
か
告
申

必
が
付
添
の
」
書
細
明
の
除
控
費
療
医
「

。
た
し
ま
り
な
と
要

で
宅
自
は
書
収
領
の
費
療
医

5

保
間
年

務
税
、
た
ま
。
す
ま
り
あ
が
要
必
る
す
存

た
ま
示
提
、
は
き
と
た
れ
ら
め
求
ら
か
署

。
ん
せ
ま
り
な
ば
れ
け
な
し
出
提
は

療
医
た
け
受
を
付
交
ら
か
者
険
保
療
医

を
入
記
の
細
明
、
と
る
す
付
添
を
知
通
費

。
す
ま
き
で
略
省

署
務
税
浅
湯

　

１
５
３
５
‐
３
６
☎

和
令

2
・
3

等
繕
修
模
規
小
度
年

始
開
け
付
け
受
の
録
登
加
参

な
易
簡
で
額
少
る
す
注
発
が
町
川
田
有

川
田
有
る
す
と
象
対
を
ど
な
繕
修
や
事
工

け
受
の
請
申
録
登
加
参
等
繕
修
模
規
小
町

方
る
す
望
希
を
録
登
。
す
ま
い
行
を
け
付

。
い
さ
だ
く
て

和
令
、
も
合
場
の
中
録
登
在
現

2
年

（

0
2
0
2

）
年

3

間
期
効
有
が
で
ま
月

さ
望
希
を
録
登
き
続
き
引
。
す
ま
り
な
と

。
す
で
要
必
が
請
申
、
は
合
場
る
れ

録
登
格
資
加
参
札
入
町
川
田
有
、
お
な

録
登
く
づ
基
に
）
事
工
設
建
（
領
要
請
申

。
ん
せ
ま
き
で
が●

間
期
出
提

時
随
／

可
送
郵
※●

先
出
提

）
舎
庁
備
吉
（
課
務
財
／

●

類
書
請
申

政
行
水
清
び
よ
お
課
務
財
／

た
ま
。
す
ま
し
布
配
で
室
策
政
務
総
局

。
す
ま
き
で
ド

●

間
期
効
有

／
4
月
1

4
年

（

2
2
0
2

）
年

3
月
31
日

）
舎
庁
備
吉
（
課
務
財

◆
◆
◆

の
更
変
の
地
土
・
屋
家

で
ま
課
務
税
は
出
け
届

年
毎
、
は
税
産
資
定
固

1
月
1

在
現
日

て
し
有
所
を
産
資
却
償
・
屋
家
・
地
土
で

。
す
ま
れ
さ
税
課
に
方
る
い

成
平

31

）
年
９
１
０
２
（
年
元
和
令
・
年

は
て
い
つ
に
）
ど
な
た
し
成
造
を
畑
田
（

。
い
さ
だ
く
て
出
け
届

）
舎
庁
備
吉
（
課
務
税

を
告
申
の
産
資
却
償

！
く
な
れ
忘
お

し
営
経
を
店
商
や
場
工
で
人
個
や
社
会

た
の
業
事
の
そ
、
が
方
る
い
て
け
付
し
貸

な
品
備
・
械
機
・
物
築
構
る
す
有
所
に
め

車
動
自
・
屋
家
・
地
土
（
産
資
定
固
の
ど

。
す
ま
い
い
と
産
資
却
償
を
）
く
除
を

1

月
1

に
産
資
却
償
該
当
る
け
お
に
在
現
日

、
は
て
い
つ

1

な
し
告
申
に
で
ま
日
末
月

。
ん
せ
ま
り
な
ば
れ
け

い
あ
み
混
が
口
窓
と
る
な
に
近
間
限
期

（
に
め
早
。
す
ま

1

）
に
安
目
を
旬
中
月。

い
さ
だ
く
て
し
出
提

）
舎
庁
備
吉
（
課
務
税

開設日

開設場所

2月
開設時間12 13 17 18 19

水 木 月 火 水

有田市役所　3階　会議室 ● ●
9時 30 分～ 16 時
（相談受付締切時間

　15 時 30 分）

湯浅納税協会　3階　会議室 ●

9時 30 分～ 15 時
（相談受付締切時間

14 時 30 分）

有田川町役場
　吉備庁舎 3階　中会議室 ●

有田川町役場
　清水行政局 2階　大会議室 ●

※有田市会場は、有田市文化福祉センターから有田市役所に変更しています。
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